
日本リハビリテーション・データベース協議会 

二次利用に関する規則 

 
（目 的）  

第１条 本規則は、本協議会の管理下にある調査データ（以下、データという）を、 協議会

に参加する団体の会員が学術またはリハビリテーション医療の質向上等の目的で二次利用

する際の手続き等について定めるものである。  

 

（データ利用の目的）  

第２条 データの利用は、本協議会加入団体の会員・団体が学術またはリハビリテーション

医療の質向上等の目的に利用することに限る。  

 

（利用者）  

第３条 利用代表者は、本協議会加入団体会員であることを要する（又は、会員でなければ

ならない）。  

 

（利用申請書）  

第４条 利用を希望する者は、（別紙様式１）のデータ利用申請書を提出する。 

  

（誓約書）  

第５条 利用代表者は、データを扱う全ての者が自署した誓約書（別紙様式２）を 提出しな

ければならない。  

 

（利用許可）  

第６条 本協議会は、利用申請書及び誓約書により、データ利用の許可について審議し、そ

の結果に基づき、申請者に対しデータ利用の許可あるいは不許可の通知をする。  

 

（発 表）  

第７条 発表にあたっては、本協議会のデータであること、ならびに、内容・結論について

は本協議会の見解ではなく、発表者個人の見解であることを明示する。  

 

（報告義務）  

第８条 利用報告書（別紙様式３）並びにデータをもとにした論文等を本協議会に 報告しな

ければならない。  

 

附 則  

本規則は平成 24年 9月 4日より施行する。 


